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 ※ 市での審査を経て、決定を受けたものが補助対象です。 

 ※ エントリーは先着順です。予算上限に達し次第、受付を終了いたします。 

必要書類が不備等なく提出された段階で、エントリーを受け付けるものとします。 

 ※ エントリー受付開始【令和 8年 2月 24日（火）】より前に受信したメールは対象としません。 

 

 

 

 

 

 

〔申請・問合せ先〕 

吹田市都市魅力部地域経済振興室 中小企業ブーストアップ補助金担当 

〒564－8550 吹田市泉町 1丁目 3番 40号 

電話番号 

FAX番号 

メールアドレス 

06-6170-7217（直通） 

06-6384-1292 

boostup-keizai@city.suita.osaka.jp 

〔よくあるお問合せ〕 

吹田市中小企業ブーストアップ補助金ホームページをご覧ください。 
 
 
 
 
 

吹田市中小企業ブーストアップ補助金 検索 
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１ 補助金の概要  
 

⑴ 趣旨 

物価高騰下において中小企業者が継続的な賃上げを行える環境を整備するため、生産性向上に

向けた設備投資を行う市内中小企業者を支援し、地域経済の持続的な発展を図るものです。 

 

⑵ 補助対象事業 

市内事業所の生産性向上に資する設備投資を行う事業 

※ 国や府、その他団体から補助金等を受けた事業及び受ける見込みのある事業は対象外です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 補助対象者 

補助金の支給対象者は、次の要件を全て満たす必要があります。 

► 中小企業者（個人事業主を含む。）であること。 

► 市内に主たる事業所を有していること。 

► 創業後 1年以上の事業実績があること。 

► 市町村民税の滞納（不申告を含む。）をしていないこと。 

► 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2条第 1項、第 5項、第１１項及び第

１３項に規定する事業を営んでいないこと。 

※ 詳しくは、「2 補助対象者」をご確認ください。 

 

⑷ 補助金額等 

ア 補助金額 

補助率：補助対象経費の 3分の 2以内（上限２００万円） 

※ 補助金の交付は、1事業者につき 1回限りとします。 

※ 補助金額は、１,０００円未満の端数を切り捨てた額とします。 

 

イ 補助対象経費 

(ｱ) 設備の購入費用 

(ｲ) (ｱ)の設備購入に付随して必要と認められる初期導入経費 

※ (ｱ)、(ｲ)ともに諸要件があります。詳しくは、「3 補助対象経費」をご確認ください。 

  

生産性向上とは？ 

既存の事業活動において、労働投入量から得られる成果量の比率である労働生産性を 

向上させることをいいます。 

製品・サービスの成果量（アウトプット） 

労働生産性   ＝ 

労働投入量（インプット） 
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２ 補助対象者  

 

全てに ☑ が入ることが要件です。 

中小企業者（個人事業

主を含む。）であること。 

□ 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第 2条に定める中小企

業者である会社又は個人である。 

□ 大企業が実質的に経営に参画している会社（いわゆる「みなし大企

業」）ではない。 

市内に主たる事業所を

有していること。 

（法人の場合） 

□ 市内事業所が法人登記簿に記載されている本店である。 

□ 吹田市において法人市民税を納付している。 

（個人の場合） 

□ 屋号登録など、代表者が本拠地と位置付けて現に事業活動を行って

いる事業所であって、開業届及び確定申告書等によりその事実が客観

的に確認できる。 

創業後 1 年以上の事業

実績があること。 

（法人の場合） 

□ 法人登記簿に記載されている会社設立の日から 1 年以上の事業実

績がある。 

（個人の場合） 

□ 個人事業の開業・廃業等届出書に記載されている事業開始日から、

1年以上の事業実績がある。 

市町村民税の滞納（不

申告を含む。）をしていな

いこと。 

□ 市町村民税を滞納せずに納めている。 

右記のいずれにも該当し

ないこと。 

□ 次のいずれにも該当しない。 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年

法律第 122号）第 2条第 1項に規定する風俗営業、同条第 5項

に規定する性風俗関連特殊営業、同条１１項に規定する特定遊興

飲食店営業及び同条第１３項に規定する接客業務受託営業に該当

する事業を営む者 

・ 大阪府暴力団排除条例(平成２２年大阪府条例第５８号)第 2 条第

1号から第 4号までに規定する者 
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３ 補助対象経費  
 

⑴ 補助対象となる経費 

補助対象事業に要する次の経費。ただし、補助金の交付決定後に発注又は契約を行ったもの

であって、補助対象事業の完了報告【令和 9年 2月２６日（金）】までに納品及び支払いを終えた

ものに限ります。 

 

【設備の購入費用】 

市内の事業所において、直接的に事業の用に供する設備（ソフトウェアを含む。）の購入費用。 

※ 取得価額が単価２０万円（税抜き）未満の設備は、補助対象外です。 

※ 吹田市外に設置する設備は、補助対象外です。 
 

【設備購入に付随して必要と認められる初期導入経費】 

対象設備の購入に付随して必要と認められる工事費、運送料、初期設定費用等その他の経費。 

※ 補助対象経費として算入できる金額は、設備の購入経費総額の２分の１を上限とします。 

 
 

⑵ 補助対象とならない経費 

► 汎用性があり、補助対象事業の目的外使用となりえるものの購入費用 

例 ： パソコン、スマートフォン、タブレット端末、複合機、エアコン、車両など 

► ホームページ等の作成委託費用 

例 ： 電子商取引サイト等を含むウェブサイト全般 

► 既存設備の保守、修繕に係る費用 

► 予備品の購入費用 

► 顧客に提供する商品（レンタル品を含む）自体の購入費用 

► 保守費用、保険料等の継続費用 

► 不動産の購入費用 

► そのほか、補助金の趣旨に照らして適切でないもの 

 

 

 

補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収入として計上するものであり、法人税等の課税

対象となります。適正な申告のため、確定申告の際に所轄の税務署にご確認ください。 

事業を営むために所有する構築物、機械、器具、備品などの事業用資産は、償却資産として税申告

をしていただくことになります。申告についての詳細は、税務部資産税課へお問い合わせください。 

  

ご注意ください －税の申告について－ 
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 4 申請の流れ  
 

⑴ エントリーシートの提出 

（申請者→市） 
 
 
 

＜令和 8年 8月３１日（月）まで＞ 

吹田市ホームページから「エントリーシート」をダウンロード

し、必要書類を添付の上で、市にメールで提出してください。 
 

宛先 

吹田市都市魅力部地域経済振興室 

中小企業ブーストアップ補助金担当 宛 

boostup-keizai@city.suita.osaka.jp 

※注意※ 

・補助対象となる設備は、交付決定前に発注しないこと。 

・エントリーシートは先着順で審査する。予算上限で受付終了。 
 

   

⑵ 市からメールで連絡 

（市→申請者） 
 
     

市から、補足説明等を求める連絡をします。 

要件を満たすと確認ができましたら、⑶以降の手続について、

市からメールでご案内します。 

要件を満たさないと判断した場合は、ここで終了です。 
 

   

⑶ 補助金の交付申請 

（申請者→市） 
 
    

「吹田市中小企業ブーストアップ補助金交付申請書」（様式

第 1号）に必要書類を添付し、市に提出してください。 
 
＜⑵の案内メールで指定した期限まで＞ 

宛先 

〒564－8550 吹田市泉町 1丁目 3番 40号 

吹田市都市魅力部地域経済振興室 

中小企業ブーストアップ補助金担当 宛 

※注意※ 

かならず、市が指定した期限までに書類を提出すること。 

申請期限を超過した場合、交付申請は受付できません。 
 

   

⑷ 交付決定通知の送付 

（市→申請者） 
 
     

市から申請者に「補助金交付決定通知書」を郵送します。 
 
※注意※ 

通知書を受理したら、速やかに事業に着手すること。 
 

   

⑸ 対象事業の実施 

（申請者⇔取引先） 
 
 

設備の導入設置、対象経費の支払いを行います。 
 
※注意※ 

・補助対象となる設備は、必ず交付決定後に発注すること。 

・令和９年２月２６日（金）までに納品、支払いを終えること。 

・対象経費の納品書、請求書、領収書等を保管しておくこと。 

   

⑹ 対象事業の完了報告 

（申請者→市） 
 
    

＜令和 9年 2月２６日（金）まで＞ 

「吹田市中小企業ブーストアップ補助金事業完了報告書」

（様式第 8号）に必要書類を添付し、市に提出してください。 
 

   

⑺ 交付額確定通知の送付 

（市→申請者） 

     

市から申請者に「補助金交付額確定通知書」を郵送します。 

   

⑻ 補助金の交付請求 

（申請者→市） 

＜⑺の送付時に指定した期限まで＞ 

「吹田市中小企業ブーストアップ補助金交付請求書」（様式

第１０号）に必要書類を添付し、市に提出してください。 

 

mailto:boostup-keizai@city.suita.osaka.jp
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 5 申請手続き  
 

⑴ 申請・完了報告期限 

► エントリー ： 令和 8年 8月３１日（月）まで 

※ 予算の都合により、エントリー期限を変更する場合があります。 

► 交付申請 ： エントリー通過後から市が指定する期限まで 

    ► 事業完了報告 ： 交付決定から令和 9年 2月 26日（金）まで 

※ 申請はエントリー先着順です。予算が上限に到達した場合、受付を終了いたします。 

 

⑵ 提出方法 

► エントリーシートは、E メールで提出してください。【boostup-keizai@city.suita.osaka.jp】 

E メール以外での提出は受理できませんので、ご了承ください。 

► 交付申請、事業完了報告及び交付請求書類は、E メールまたは郵送（レターパックライト）で提出

してください。提出された書類は一切返却できませんので、あらかじめご了承ください。 

 

⑶ 内容変更等 

    ► エントリーから交付申請までの間に変更が生じた場合 

原則として、設備や購入金額、取組内容がエントリーと異なる交付申請は受理できません。当初

のエントリーで予定していた内容について変更したい場合は、エントリーの受付期限（令和 8年 8

月３１日まで）に、もう一度、前頁「⑴エントリーシートの提出」の手続から開始してください。 

    ► 交付決定から事業完了までの間に変更が生じた場合 

交付決定を受けた内容が変更になる場合は、変更交付申請が必要になる場合があります。 

なお、原則として交付決定額を交付金額の上限とし、増額を伴う金額変更はできません。 

 

⑷ 関係書類と対象設備の取扱い 

► 申請書類の保管 

補助金に係る経理について、証拠書類等を整理し、交付年度終了後10年間保存してください。 
 

► 補助対象となった設備の管理 

補助金により取得し、又は効用の増加した設備につ

いては、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の

目的に従って、その効率的な運用を図ってください。 

また、単価50万円（税抜）以上の機械装置等は、「処

分制限財産」に該当し、補助金の支払を受けた後であっ

ても、一定の期間において処分が制限されます。財産処

分制限期間においては、吹田市の承認なく、目的外使

用、転用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等

をすることはできませんのでご注意ください。 

 財産処分制限期間の例 

食料品製造業用設備 10年 

理容又は美容機器 5年 

試験又は測定機器 5年 

ソフトウェア 5年 

 

  

mailto:boostup-keizai@city.suita.osaka.jp】
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 6 提出物確認シート  

提出された申請書類は一切返却できませんので、あらかじめご了承ください。 

これらの書類の他に、必要に応じて追加提出をお願いする場合があります。 

【エントリー（事前審査）】 

書類 チェック 

１ エントリーシート □ 

２ 企業概要書（様式第 2号） □ 

３ 事業計画書（様式第 3号） □ 

４ 導入する設備の機能や仕様等が確認できるもの（カタログ、仕様書等） □ 

５ 

補助対象経費の額が確認できる見積書（発行日から１か月以内のもの） 

※ 設備の単価が 50万円（税抜）を超える場合は、原則、複数者の見積が必要。 

ただし、複数者の見積が徴取できない、または最も安価な設備を選定しない理由が 

ある場合は、６の提出が必要。 

□ 

６ 
事業者選定理由書（様式第 4号） 

※ 設備の単価が 50万円（税抜）未満の場合は提出不要。 

※ 事業者から複数見積を徴取し、最も安価な設備を選定する場合には提出不要。 

□ 

７ 
直近の確定申告書の写し（税務署からの受信通知も併せて添付すること） 

[法人の場合] 別表一と、法人事業概況説明書（両面）のみ 

[個人の場合] 第一表と、青色申告決算書又は収支内訳書のみ 

□ 

８ エントリーに伴う同意書（４月 16日（木）以降のエントリー分より要提出） □ 
 

【補助金の交付申請】  ※ エントリーシート提出時に提出済の書類は、再提出不要です。 

書類 チェック 

1 吹田市中小企業ブーストアップ補助金交付申請書（様式第 1号） □ 

2 
[法人の場合] 履歴事項全部証明書の写し  

[個人の場合] 個人事業の開業・廃業等届出書 
□ 

３ 
事業所等の現況写真（参考様式 1） 

①外観、②内観、③設備等の設置予定場所 
□ 

４ 直近の市町村民税の納付又は非課税を証する書類の写し □ 
 

【補助対象事業の完了報告】 

書類 チェック 

1 吹田市中小企業ブーストアップ補助金事業完了報告書（様式第 8号） □ 

2 納品物及び納品日が確認できるもの（納品書の写し等） □ 

3 対象経費に係る請求金額及びその内訳が確認できるもの（請求書の写し等） □ 

4 対象経費の支払日及び金額が確認できるもの（領収書又は入出金明細の写し等） □ 

5 
導入した設備の写真(参考様式 2） 

①設備等の全体、②設備等の銘板やラベル等 
□ 

 

【補助金の交付請求】 ※ 不備等がなければ、請求日から１か月程度で補助金を交付します。 

書類 チェック 

1 吹田市中小企業ブーストアップ補助金交付請求書（様式第１０号） □ 

2 補助金振込先の口座情報が確認できるもの（通帳の写し等） □ 
 


